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○
告
示

県
が
発
注
す
る
森
林
整
備
工
事
に
係
る
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
並
び
に
資
格
審

査
申
請
の
時
期
及
び
方
法
等
（
森
林
整
備
課
）
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○
公
告

国
土
調
査
の
成
果
の
認
証
（
政
策
企
画
課
）

五

…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

県
営
長
穂
地
区
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業
変
更
計
画
書
の
縦
覧
（
農
村
整
備
課
）

五

…
…
…
…
…
…
…
…

宇
部
都
市
計
画
特
定
用
途
誘
導
地
区
の
決
定
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
都
市
計
画
課
）

五

…
…
…
…
…
…
…

宇
部
都
市
計
画
特
別
用
途
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
都
市
計
画
課
）

五

…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
人
委
規
則

山
口
県
人
事
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

六

…
…
…
…
…
…

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
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○
選
管
告
示

政
治
団
体
の
名
称
等
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政
治
団
体
の
異
動
事
項
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解
散
等
に
係
る
政
治
団
体
の
名
称
等
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
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資
金
管
理
団
体
の
異
動
事
項
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
に
該
当
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
資
金
管
理
団
体
の
名
称

等

八

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…

告

示

山
口
県
告
示
第
二
十
一
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
。
以
下
「
政
令
」
と
い
う
。
）
第
百
六
十
七

条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二
年
度
及
び
令
和
三
年
度
に
お
い
て
県
が
発
注
す
る
森
林
整

備
工
事
（
次
の
一
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
契
約
に
係
る
指
名
競
争
入
札
（
以
下

「
競
争
入
札
」
と
い
う
。
）
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
以
下
「
競
争
入
札
参
加
資
格
」
と
い

う
。
）
並
び
に
当
該
競
争
入
札
参
加
資
格
の
審
査
（
以
下
「
資
格
審
査
」
と
い
う
。
）
の
申
請
の
時
期

及
び
方
法
等
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
定
め
た
。

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

森
林
整
備
工
事

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
四
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
保
安
施
設

事
業
の
う
ち
地
ご
し
ら
え
、
植
栽
、
除
伐
、
間
伐
及
び
保
育
に
関
す
る
工
事
並
び
に
こ
れ
ら
に
類
す

る
工
事

二

競
争
入
札
参
加
資
格

㈠

競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者

で
、
県
が
発
注
す
る
森
林
整
備
工
事
の
請
負
対
象
設
計
額
に
応
じ
、
三
等
級
に
区
分
し
て
格
付
さ

れ
る
資
格
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

⚑

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑴

政
令
第
百
六
十
七
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
政
令
第
百
六
十
七
条
の

四
の
規
定
に
基
づ
き
競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
以
外
の
者
で
、
林
業
労
働

力
の
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
四
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
山
口
県
知
事
の
認
定
を
受
け
た
者

⑵

建
設
工
事
等
に
係
る
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る

告
示
（
平
成
三
十
年
山
口
県
告
示
第
三
百
八
十
一
号
）
二
の
㈠
の
規
定
に
よ
り
格
付
さ
れ
た

一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参
加
資
格
（
土
木
一
式
工
事
又
は
造
園
工
事
に
係
る
も

の
に
限
る
。
以
下
「
建
設
工
事
等
競
争
入
札
参
加
資
格
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
者
。
た
だ

し
、
令
和
三
年
度
の
建
設
工
事
等
競
争
入
札
参
加
資
格
が
認
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
建

設
工
事
等
競
争
入
札
参
加
資
格
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

⚒

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
（
以
下
「
技
術
職
員
」
と
い
う
。
）
を
常
時
雇
用
し
て
い
る

一
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者
で
あ
る
こ
と
。

⑴

森
林
法
第
百
八
十
七
条
第
三
項
の
林
業
普
及
指
導
員
資
格
試
験
に
合
格
し
た
者
（
森
林
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
二
十
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
森
林
法
第
百

八
十
七
条
第
五
項
の
林
業
改
良
指
導
員
資
格
試
験
に
合
格
し
た
者
を
含
む
。
）

⑵

技
術
士
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
士

（
森
林
部
門
に
係
る
第
二
次
試
験
に
合
格
し
た
者
に
限
る
。
）

⑶

農
林
水
産
大
臣
か
ら
林
業
作
業
士
（
フ
ォ
レ
ス
ト
ワ
ー
カ
ー
）
、
現
場
管
理
責
任
者

（
フ
ォ
レ
ス
ト
リ
ー
ダ
ー
）
又
は
統
括
現
場
管
理
責
任
者
（
フ
ォ
レ
ス
ト
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
）

の
登
録
を
受
け
た
者

⑷

一
般
社
団
法
人
日
本
森
林
技
術
協
会
か
ら
林
業
技
士
の
登
録
を
受
け
た
者

⑸

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
よ
る
高
等
学
校
、
大
学
又
は
高
等

専
門
学
校
（
以
下
「
高
等
学
校
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
林
業
に
関
す
る
学
科
を
修
め
て

卒
業
し
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
高
等
学
校
等
を
卒
業
し
た
後
、
森
林
の
施
業
に
係
る
指
導
監

督
及
び
施
工
管
理
に
関
す
る
業
務
に
つ
い
て
一
年
に
六
十
日
以
上
か
つ
五
年
以
上
（
同
法
に

よ
る
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
を
卒
業
し
た
者
に
あ
っ
て
は
、
一
年
に
六
十
日
以
上
か
つ
三

年
以
上
）
の
実
務
経
験
を
有
す
る
者

⑹

森
林
の
施
業
に
係
る
指
導
監
督
及
び
施
工
管
理
に
関
す
る
業
務
に
つ
い
て
一
年
に
六
十
日

以
上
か
つ
十
年
以
上
の
実
務
経
験
を
有
す
る
者

⚓

常
時
五
人
以
上
の
森
林
の
施
業
に
係
る
作
業
の
経
験
を
有
す
る
職
員
（
技
術
職
員
を
含
む
。

以
下
「
作
業
職
員
」
と
い
う
。
）
を
雇
用
し
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
作
業
職
員
の
う
ち
三
人
以

上
の
作
業
職
員
が
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
五
十
九
条
第
三

項
に
規
定
す
る
特
別
の
教
育
（
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二

号
）
第
三
十
六
条
第
八
号
及
び
第
八
号
の
二
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け

た
者
で
あ
る
こ
と
。

⚔

所
得
税
又
は
法
人
税
、
消
費
税
及
び
県
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と
。

㈡

競
争
入
札
参
加
資
格
の
格
付
は
、
作
業
職
員
の
数
を
審
査
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

㈢

競
争
入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間
は
、
当
該
競
争
入
札
参
加
資
格
が
認
定
さ
れ
た
日
の
翌
日
か

ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
と
す
る
。

三

資
格
審
査
の
申
請
の
時
期
及
び
方
法

㈠

申
請
の
時
期
は
、
令
和
二
年
二
月
七
日
以
降
随
時
と
す
る
。

㈡

資
格
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
別
記
第
一
号
様

式
。
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈢

申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⚑

法
人
に
あ
っ
て
は
登
記
事
項
証
明
書
（
外
国
法
人
に
あ
っ
て
は
、
権
限
を
有
す
る
本
国
の
官

憲
が
証
明
し
た
同
様
の
書
類
）
、
個
人
に
あ
っ
て
は
誓
約
書
（
別
記
第
二
号
様
式
）

⚒

法
第
五
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
に
あ
っ
て
は
改
善
計
画
認
定
書
の
写
し
、
建
設
工
事

等
競
争
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
建
設
工
事
等
競
争
入
札
参
加
資
格
認
定
通
知

書
の
写
し

⚓

二
の
㈠
の
⚒
及
び
⚓
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

⚔

納
税
証
明
書
（
外
国
法
人
又
は
外
国
人
に
あ
っ
て
は
、
権
限
を
有
す
る
本
国
の
官
憲
が
証
明

し
た
同
様
の
書
類
）

⚕

営
業
所
の
所
在
状
況
を
記
載
し
た
書
類

⚖

署
名
を
慣
習
と
す
る
外
国
法
人
又
は
外
国
人
以
外
の
者
に
あ
っ
て
は
、
印
鑑
証
明
書

⚗

暴
力
団
排
除
に
関
す
る
誓
約
書
（
別
記
第
三
号
様
式
）

⚘

⚑
か
ら
⚗
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
書
類

㈣

申
請
書
等
の
作
成
に
用
い
る
言
語
等

⚑

申
請
書
は
日
本
語
で
作
成
を
し
、
そ
の
他
の
書
類
で
外
国
語
で
記
載
さ
れ
た
も
の
は
訳
文
の

付
記
又
は
添
付
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⚒

添
付
書
類
に
記
載
す
る
金
額
に
つ
い
て
は
、
出
納
官
吏
事
務
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
大
蔵
省

令
第
九
十
五
号
）
第
十
六
条
に
規
定
す
る
外
国
貨
幣
換
算
率
に
よ
り
日
本
国
通
貨
に
換
算
し
、

記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四

資
格
審
査
の
結
果
の
通
知

資
格
審
査
の
結
果
は
、
申
請
者
に
通
知
す
る
。

五

審
査
事
項
等
の
変
更
の
届
出

競
争
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
競

争
入
札
参
加
資
格
審
査
事
項
等
変
更
届
（
別
記
第
四
号
様
式
）
に
三
の
㈢
に
掲
げ
る
書
類
（
変
更
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
添
え
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

住
所

㈡

商
号
又
は
名
称

㈢

代
表
者
の
氏
名

㈣

法
第
五
条
第
一
項
の
認
定

㈤

建
設
工
事
等
競
争
入
札
参
加
資
格

㈥

営
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

㈦

使
用
印
鑑

㈧

代
理
人

二
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別
記
第
⚑
号
様
式

※
受
付
番
号

※
登
録
番
号

※
受

付

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書

年
月

日
山
口
県
知
事
様

郵
便
番
号

申
請
者
住

所
商
号
又
は
名
称

ふ
り

が
な

代
表
者
氏
名

ふ
り

が
な

㊞
（
電

話
局

番
）

（
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ

局
番
）

年
度
及
び

年
度
に
お
い
て
山
口
県
が
発
注
す
る
森
林
整
備
工
事
に
係
る
競
争

入
札
に
参
加
し
た
い
の
で
、
競
争
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
関
係
書
類
を
添
え
て
申
請
し
ま
す
。

な
お
、
こ
の
申
請
書
及
び
添
付
書
類
の
全
て
の
記
載
事
項
は
、
事
実
と
相
違
な
い
こ
と
並
び
に
県

か
ら
確
認
書
類
の
提
示
等
の
要
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
い
つ
で
も
応
じ
る
こ
と
を
誓
約
し

ま
す
。

作
業

職
員

の
数

✔
人

✔
の
う
ち
技
術
職
員
の
数

資
格
等
の
名
称

人
数
人

✔
の
う
ち
安
全
衛
生
教
育
を
受
け
た
者
の
数

人

注
１
※
印
欄
は
、
記
入
し
な
い
こ
と
。

２
署
名
を
慣
習
と
す
る
外
国
法
人
又
は
外
国
人
に
あ
っ
て
は
、
「
申
請
者
」
欄
へ
の
押
印
は
要
し
な
い
こ

と
。

３
「
✔
の
う
ち
技
術
職
員
の
数
」
欄
は
、
同
一
人
が
二
以
上
の
資
格
等
を
有
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
う
ち

の
主
な
一
の
資
格
等
に
よ
り
記
入
す
る
こ
と
。

４
「
✔
の
う
ち
安
全
衛
生
教
育
を
受
け
た
者
の
数
」
欄
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
第
59条

第
３
項
に
規
定
す

る
特
別
の
教
育
（
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
36条

第
８
号
及
び
第
８
号
の
２
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
を
受
け
た
者
の
数
を
記
入
す
る
こ
と
。

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

第
⚒
号
様
式

誓
約

書

年
月

日

山
口
県
知
事
様

申
請
者
住
所
氏
名

㊞

私
は
、
成
年
被
後
見
人
、
被
保
佐
人
又
は
破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
も
の
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な

い
こ
と
を
誓
約
し
ま
す
。

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

二
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第
⚓
号
様
式

暴
力
団
排
除
に
関
す
る
誓
約
書

年
月

日
山
口
県
知
事
様

申
請
者
住

所
商
号
又
は
名
称

代
表
者
氏
名

㊞
山
口
県
建
設
工
事
等
入
札
参
加
資
格
者
に
係
る
指
名
停
止
等
措
置
要
領
別
表
１
措
置
基
準
第
16号

か
ら
第
22号
ま
で
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
し
ま
す
。

ま
た
、
入
札
参
加
資
格
取
得
後
に
お
い
て
は
、
同
基
準
第
16号

か
ら
第
22号

ま
で
に
該
当
す
る
行
為

を
行
わ
な
い
こ
と
を
併
せ
て
誓
約
し
ま
す
。

第
⚔
号
様
式

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
事
項
等
変
更
届

年
月

日
山
口
県
知
事
様

郵
便
番
号

届
出
者
住

所
商
号
又
は
名
称

ふ
り

が
な

代
表
者
氏
名

ふ
り

が
な

㊞
（
電

話
局

番
）

（
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ

局
番
）

下
記
の
と
お
り

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で
の
間
の
競
争

入
札
参
加
資
格
に
係
る
審
査
事
項
等
に
変
更
が
生
じ
た
の
で
、
関
係
書
類
を
添
え
て
届
け
出
ま
す
。

記

変
更
事
項

変
更
年
月
日

変
更

の
内

容

変
更

前
変

更
後

注
署
名
を
慣
習
と
す
る
外
国
法
人
又
は
外
国
人
に
あ
っ
て
は
、
「
届
出
者
」
欄
へ
の
押
印
は
要
し
な
い
こ
と
。

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。
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注
申
請
時
に
お
い
て
は
、
第
16号
か
ら
第
20号
ま
で
の
規
定
中
「
役
員
等
」
と
あ
る
の
は
「
申
請
者
、
申
請
者
の

役
員
及
び
そ
の
支
店
又
は
営
業
所
（
常
時
、
森
林
整
備
工
事
の
請
負
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
い
う
。
）
を
代

表
す
る
者
」
と
、
第
16号
中
「
有
資
格
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
申
請
者
」
と
、
第
17号
中
「
使
用
し
た
」
と
あ
る

の
は
「
使
用
し
て
い
る
」
と
、
第
18号
中
「
使
用
人
」
と
あ
る
の
は
「
申
請
者
の
使
用
人
」
と
、
「
与
え
た
」
と

あ
る
の
は
「
与
え
て
い
る
」
と
、
第
21号

中
「
締
結
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
締
結
し
て
い
る
」
と
、
第
22号

中
「
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
し
て
い
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

山
口
県
建
設
工
事
等
入
札
参
加
資
格
者
に
係
る
指
名
停
止
等
措
置
要
領
別
表
１
措
置
基
準
抜
粋

（
暴
力
団
排
除
）

16
役
員
等
又
は
有
資
格
業
者
の
経
営
に
事
実
上
参
加
し
て
い
る
者
が
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等

に
関
す
る
法
律
（
平
成
⚓
年
法
律
第
77号
。
以
下
「
暴
力
団
対
策
法
」
と
い
う
。
）
第
⚒
条
第
⚒
号
に
規
定
す

る
団
体
（
以
下
「
暴
力
団
」
と
い
う
。
）
又
は
暴
力
団
対
策
法
第
⚒
条
第
⚖
号
に
規
定
す
る
者
（
以
下
「
暴
力

団
員
」
と
い
う
。
）
又
は
暴
力
団
の
構
成
員
で
は
な
い
が
、
暴
力
団
と
関
係
を
持
ち
な
が
ら
、
そ
の
組
織
の
威

力
を
背
景
と
し
て
暴
力
的
不
法
行
為
等
を
行
う
者
及
び
暴
力
団
に
資
金
や
武
器
を
配
給
す
る
な
ど
し
て
、
そ
の

組
織
の
維
持
、
運
営
に
協
力
し
若
し
く
は
関
与
す
る
者
（
以
下
「
暴
力
団
準
構
成
員
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
と

き
。

17
役
員
等
が
業
務
に
関
し
、
不
正
に
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
及
び
暴
力
団
準
構
成
員
（
以
下
「
暴
力
団
関
係

者
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

18
役
員
等
若
し
く
は
使
用
人
が
、
い
か
な
る
名
義
を
も
っ
て
す
る
を
問
わ
ず
、
暴
力
団
又
は
暴
力
団
関
係
者
に

対
し
て
金
銭
、
物
品
そ
の
他
財
産
上
利
益
を
不
当
に
与
え
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

19
役
員
等
が
、
暴
力
団
又
は
暴
力
団
関
係
者
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ

る
と
き
。

20
役
員
等
が
、
暴
力
団
又
は
暴
力
団
関
係
者
が
経
営
若
し
く
は
運
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ

る
法
人
、
組
合
等
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

21
県
工
事
を
施
工
す
る
に
当
た
り
、
暴
力
団
又
は
暴
力
団
関
係
者
が
経
営
又
は
運
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い

る
と
認
め
ら
れ
る
会
社
等
と
知
り
な
が
ら
、
下
請
契
約
を
締
結
し
た
と
き
。

22
県
工
事
を
施
工
す
る
に
当
た
り
、
暴
力
団
又
は
暴
力
団
関
係
者
が
経
営
又
は
運
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い

る
と
認
め
ら
れ
る
会
社
等
と
知
り
な
が
ら
、
資
材
・
原
材
料
等
の
購
入
、
機
材
等
の
借
入
れ
、
又
は
産
業
廃
棄

物
処
理
施
設
の
使
用
を
し
た
と
き
。



公

告

（
一
四
）
国
土
調
査
の
成
果
の
認
証

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
調
査

の
成
果
を
次
の
と
お
り
認
証
し
ま
し
た
。

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

国
土
調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称
等

国
土
調
査
を

行
っ
た
者
の

名
称

国
土
調
査
を
行
っ
た
期
間

成
果
の
名
称

国
土
調
査
を
行
っ
た
地
域

萩

市

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
九
日
ま
で

萩
市
地
籍
図

萩
市
地
籍
簿

大
井
の
一
部

岩

国

市

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら

平
成
三
十
年
八
月
二
十
一
日
ま
で

岩
国
市
地
籍
図

岩
国
市
地
籍
簿

錦
町
宇
佐
郷
の
一
部

周

南

市

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら

令
和
元
年
十
月
九
日
ま
で

周
南
市
地
籍
図

周
南
市
地
籍
簿

大
字
湯
野
の
一
部

二

認
証
年
月
日

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

（
一
五
）
県
営
長
穂
地
区
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業
変
更
計
画
書
の
縦
覧

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

長
穂
地
区
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業
の
事
業
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
長
穂
地
区
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
二
年
二
月
三
日
か
ら
同
月
二
十
五
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

（
一
六
）
宇
部
都
市
計
画
特
定
用
途
誘
導
地
区
の
決
定
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧

宇
部
市
か
ら
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
宇
部

都
市
計
画
特
定
用
途
誘
導
地
区
の
決
定
に
係
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
図
書
の
写
し
の
送

付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
図
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦

覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

宇
部
都
市
計
画
特
定
用
途
誘
導
地
区

二

都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
場
所

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課

（
一
七
）
宇
部
都
市
計
画
特
別
用
途
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧

宇
部
市
か
ら
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
宇
部
都
市
計
画
特
別
用
途
地
区
の
変
更
に
係
る
同
法
第
十
四

条
第
一
項
に
規
定
す
る
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
図
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま

す
。

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

宇
部
都
市
計
画
特
別
用
途
地
区

二

都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
場
所

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課

四

山 口 県 報 （定期） 第 76 号令和２年１月31日 金曜日

五

山 口 県 報 （定期） 第 76 号令和２年１月31日 金曜日



人
事
委
員
会

山
口
県
人
事
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

山
口
県
人
事
委
員
会

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号

山
口
県
人
事
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
人
事
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
四
年
山
口
県
人
事
委

員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
身
体
障
害
者
を
対
象
と
し
た
職
員
採
用
選
考
の
成
績
の
項
中
「
身
体
障
害
者
」
を
「
障
害
者
」

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

山
口
県
人
事
委
員
会

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
四
年
山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
第
二
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

山
口
県
人
事
委
員
会

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
三
年

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
第
二
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

選
挙
管
理
委
員
会

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

政
治
団
体
の

名
称

代
表
者
の

氏
名

会
計
責
任

者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
そ
の
他
の
事
項

備
考

（
届
出

年
月
日 ）

石
井
和
幸
後
援
会
吉
村
明
彦
石
井
君
子
美
祢
市
大
嶺
町
北
分
673

令
和
元
、

12、
10

井
上
孝
志
後
援
会
新
家
司
一
石
川
教
雄
〃

美
東
町
大
田
2408

の
１

〃
〃
23

岩
国
の
自
立
を
め

ざ
す
2020

岡
村

寛
佐
々
木
春
行
岩
国
市
岩
国
２
丁
目
２
番

25号
〃
〃
27

江

か
よ
こ
後
援

会
江

加
代
子
江

龍
夫
周
南
市
大
字
須
々
万
本
郷

2788の
12

〃
〃
12

河
村
龍
男
後
援
会
河
村
龍
男
河
村
律
子
光
市
中
央
６
丁
目
20番
２

号
〃
〃
26

小
池
か
ず
ま
さ
後

援
会

小
池
一
正
小
池
智
恵
子
周
南
市
新
宿
通
５
丁
目
３

番
10号

〃
〃
12
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藤
井
敏
通
後
援
会
藤
井
敏
通
藤
井
典
子
美
祢
市
美
東
町
綾
木
617

〃
〃
６

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
政
治
団
体
の
異
動
事
項
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏
名

異
動
事
項

異
動

内
容

備
考

(

)

異
動

年
月
日

新
旧

自
由
民
主
党
熊
毛
支
部

尾

隆
則
会
計
責
任
者
岩
本
玄
也

上
田

悟
令
和
元
、

12、
１

浅
本
て
る
あ
き
サ
ポ
ー
タ
ー
ズ
内
冨

守
代
表
者
内
冨

守
藤
村
昭
二

〃
〃
25

小
林
雄
二
後
援
会

立
野
ミ
ツ
エ
会
計
責
任
者
小
林
光
代

西
村
俊
徳

〃
〃
４

宮
本
て
る
お
後
援
会

川
上
和
恒
事
務
所
宇
部
市
床
波
１

丁
目
６
番
13号

宇
部
市
床
波
１

丁
目
18番
10号

〃
７
、
16

宮
本
て
る
お
励
ま
す
会

宮
本
輝
男
〃

〃
〃
〃
〃

〃
〃
〃
〃

〃
〃
〃

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
解
散
等
に
係
る
政
治
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏
名

会
計
責
任

者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

解
散

年
月
日

秋
山
け
ん
じ
後
援
会

秋
山
賢
治
秋
山
芙
美
下
関
市
武
久
西
原
台
６
番
１
号

令
和
元
、

11、
30

菅
原
あ
き
ら
後
援
会

吉
田
和
久
伊
藤
由
昭
〃

長
府
港
町
13番
１
号

〃
〃
〃

明
友
会

菅
原

明
吉
田
和
久
〃

〃
〃
〃

〃
〃
〃

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

資
金
管
理
団
体

の
届
出
を
し
た

者
の
氏
名

公
職
の
種
類

資
金

管
理

団
体

備
考

(

)

指
定

年
月
日

名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
の
氏
名

江

加
代
子
周
南
市
議
会

議
員

江

か
よ
こ
後
援

会
周
南
市
大
字
須
々
万
本
郷
2788

の
12

江

加
代
子
令
和
元
、

12、
12

小
池
一
正
〃

小
池
か
ず
ま
さ
後

援
会

〃
新
宿
通
５
丁
目
３
番
10

号
小
池
一
正
〃
〃
〃

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
資
金
管
理
団
体
の
異
動
事
項
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

資
金
管
理
団
体

の
届
出
事
項
の

異
動
の
届
出
を

し
た
者
の
氏
名

資
金
管
理
団
体
の
名
称

異
動
事
項

異
動

内
容

備
考

(

)

異
動

年
月
日

新
旧

宮
本
輝
男

宮
本
て
る
お
励
ま
す
会

事
務

所
宇
部
市
床
波
１

丁
目
６
番
13号

宇
部
市
床
波
１

丁
目
18番
10号

令
和
元
、

７
、
16

公
職
の
種
類
山
口
県
議
会
議

員
宇
部
市
議
会
議

員
平
成
31、
４
、
29
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山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

資
金
管
理
団
体
の
届
出

を
し
た
者
の
氏
名

資
金

管
理

団
体

の
名

称
備

考

(

)

資
金
管
理
団
体
で
な

く
な
っ
た
年
月
日

菅
原

明
明
友
会

令
和
元
、
11、
30

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事
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